
 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体の監査を実施しま

したので、同条第９項の規定に基づき、その結果を公表します。  

 

  令和７年１１月２５日  

 

                   刈谷市監査委員   渡  部    亨  

 

 

                   刈谷市監査委員   伊  藤  愛  恵  

 

 



                       

財政援助団体監査の結果  

 

第１  監査の種類  

  地方自治法第１９９条第７項規定に基づき、刈谷市監査基準に準拠して実施

する監査  

 

第２  監査の概要  

１  監査の対象及び期間  

  刈谷市女性の会連絡協議会  

  令和７年１０月２８日（火）～１１月５日（水）  

 

 ２  監査の対象事項及び範囲  

令和６年４月１日～令和７年３月３１日までの経理状況  

 

 ３   監査の着眼点及び方法  

令和７年度監査等の計画の主な着眼点に基づき、事前に審査資料の提出を

受け所管課より事務概要等の説明を求めるとともに、関係諸帳簿、証拠書類

などの照合、点検及び担当職員への照会等による審査を実施した。  

 

第３  監査結果  

各事務は、法令等に適合し、当該財政的援助の目的に沿っておおむね適正に

行われていると認められた。  

 


